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（別紙）

○消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について 新旧対照表（案） （下線部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別紙 別紙

消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について 消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について

１ 特定製品 １ 特定製品
（１）～（１０）（略） （１）～（１０）（略）
（１１）磁石製娯楽用品 （新設）

「磁石製娯楽用品」とは、磁石と他の磁石とを引き合わせる
ことにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであっ
て、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済
産業省令で定める大きさ以下のものとしている。強力な磁力を
もつ磁石と磁石を引き合わせて使用することを楽しむことを目
的とする製品であって、子ども向けとうたっていない製品につ
いても、娯楽用品であれば規制の対象となる。
「磁石と他の磁石とを引き合わせる」とは、製品を構成する

個々の磁石又は磁石を使用する部品同士を引き合わせることと
している。上述のとおり、規制の対象となるのは、磁石が他の
磁石と引き合う現象を楽しむ製品であり、磁石同士を結合及び
分離させることが製品を使用する際の前提となっている製品と
なる。そのため、例えば、マグネット付き将棋・囲碁セットの
ように、将棋の駒のような磁石を使用する部品と金属盤等の磁
石以外の磁性部品が引き合うものや、掲示板等に用いる文具用
マグネットにあっては、「磁石と他の磁石とを引き合わせる」
に当たらず、規制の対象とはならない。同様に、経済産業省令
で定める大きさ以下の個々の磁石又は磁石を使用する部品がい
ずれも互いに反発する場合にあっても規制の対象とはならな
い。また、構成部品を簡易固定するために磁石を内蔵した模型
組立てキットについても、磁石同士を引き合わせること自体を
楽しむものではないことから、規制の対象とはならないが、立
体パズルのように、磁石同士を引き合わせることが製品の目的
となっているものについては、規制の対象となることがある。
「玩具その他の娯楽用品として使用するもの」とは、磁石と

磁石を引き合わせて使用することを楽しむことを目的とする製
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品であり、マグネットセット、マグネットパズルのほか子ども
向けのアクセサリー玩具等がこれに当たる。マグネットセット
については、ストレス解消等を目的とした健康グッズやインテ
リア等の名目で販売されている製品も存在しているが、いかな
る名目で販売されたとしても規制の対象となる。他方で、成人
向けに販売されるマグネットピアス等の装身具は、装飾品であ
り、娯楽用品には該当しないため、規制の対象とはしていない。
また、工作の材料や模型等に使用されるホビー材料として販売
される磁石についても、磁石そのものが玩具その他の娯楽用品
として使用されるものではないことから、規制の対象とはして
いない。
「経済産業省令で定める大きさ」とは、消費生活用製品安全

法施行令別表第一第十一号及び第十二号に規定する経済産業省
令で定める大きさを定める省令（令和５年６月１日経済産業省
令第２９号。以下「大きさ省令」という。）で定める大きさで、
磁石又は磁石を使用する部品を、圧縮せずにかつ任意の方向で
大きさ省令別図に示す寸法の円筒形の容器内に入れて、完全に
容器内に収まる大きさをいう。製品を構成する個々の磁石又は
磁石を使用する部品の全てに対して、この手順で繰り返し確認
すること。
なお、大きさ省令に規定する「これを構成する磁石を使用す

る部品から磁石が容易に外れる構造となっているもの」とは、
ＩＳＯ８１２４－１（２０２２）Ｓａｆｅｔｙ ｏｆ ｔｏｙ
ｓ -Ｐａｒｔ １：Ｓａｆｅｔｙ ａｓｐｅｃｔｓ ｒｅｌ
ａｔｅｄ ｔｏ ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ ａｎｄ ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ４．３１．３Ａｌｌ ｏｔｈｅ
ｒ ｔｏｙｓ ｗｉｔｈ ｍａｇｎｅｔｓ ａｎｄ ｍａｇｎ
ｅｔｉｃ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ ｂ）及びｃ）にのっとり、
５．３１Ｔｅｎｓｉｏｎ ｔｅｓｔ ｆｏｒ ｍａｇｎｅｔｓ
を行い、試験対象の磁石が製品本体から分離することをいう。

（１２）吸水性合成樹脂製玩具 （新設）
「吸水性合成樹脂製玩具」とは、水を吸収して膨潤するゲル

を使用した合成樹脂を玩具の用に供することを目的に販売され
ている製品である。したがって、吸水性合成樹脂の部分が、吸
水性でない外殻に覆われている玩具にあっては、製品として膨
潤しないことから、規制の対象とはしていない。
吸水性合成樹脂製玩具による誤飲事故は専ら乳幼児に発生し

ているが、現に製品使用者の対象年齢を６歳以上としていたと
しても、乳幼児による誤飲事故を防止できなかったことから、
製品が想定する使用者の対象年齢に関係なく、玩具として使用
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される吸水性合成樹脂製玩具は規制の対象となる。知育玩具と
して販売される製品も対象となることから、実験キットについ
ても規制の対象となることがある。一方で、園芸用、インテリ
ア用等、玩具としての用途がない製品は規制の対象とはならな
い。
「吸水」とは、物体が水を吸うことをいう。
「膨潤」とは、ゲルが液体を吸収して体積を増す現象をいう

ため、カプセル入りスポンジ玩具（ゼラチン等でできたカプセ
ル中に圧縮されたスポンジが吸水により膨らむ玩具）が膨らむ
現象は「膨潤」に当たらず、規制の対象とはならない。
「経済産業省令で定める大きさ」とは、大きさ省令で定める

大きさで、吸水性の合成樹脂の部分を、吸水前の状態において、
圧縮せずにかつ任意の方向で大きさ省令別図に示す寸法の円筒
形の容器内に入れて、完全に容器内に収まる大きさをいう。吸
水性の合成樹脂の部分全てに対して、この手順で繰り返し確認
すること。

２ 検査の方式等 ２ 検査の方式等
（１）（略） （１）（略）
（２）型式の区分の扱い （２）型式の区分の扱い

イ 技術基準省令別表第２に掲げる乗車用ヘルメットの型式の区 乗車用ヘルメットの型式の区分のサイズにおいて、内装クッシ
分のサイズにおいて、内装クッションが固定式でないものの取 ョンが固定式でないものの取扱いは内装クッションが最も大きな
扱いは内装クッションが最も大きな状態での寸法による区分を 状態での寸法による区分を適用する。ここで、内装クッションの
適用する。ここで、内装クッションの内周長の測定が付属品の 内周長の測定が付属品の存在等内周の状態によって一義的に測定
存在等内周の状態によって一義的に測定しえない場合もあるの しえない場合もあるので、原則として内装クッションの設計の大
で、原則として内装クッションの設計の大きさを基準として測 きさを基準として測定することとし、内装クッションの設計の大
定することとし、内装クッションの設計の大きさが不明の場合 きさが不明の場合にあっては、帽体の同一型式ごとに、内装クッ
にあっては、帽体の同一型式ごとに、内装クッションの平均し ションの平均した大きさを基準とすること。
た大きさを基準とすること。 （３）～（５）（略）

ロ 吸水性合成樹脂製玩具の吸水前の形状が卵形のものについて
は、技術基準省令別表第２に掲げる吸水性合成樹脂製玩具の型
式の区分に定める吸水前の形状のうち「(1) 球形又は回転楕
円体のもの」に該当するものとする。

（３）～（５）（略）
（６）法第十三条の技術基準省令で定める方式による表示の方法 （新設）

技術基準省令別表第５に掲げる磁石製娯楽用品及び吸水性合成
樹脂製玩具の表示の方法において、容器包装に表示を付すことを
求めているが、製品を保管する容器等を有する場合は当該容器等
に表示を付すこととし、有さない場合は包装に表示を付すこと。
なお、シュリンク包装への表示は“容易に消えない方法”には
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当たらないため、容器等が製品に含まれる場合は、当該容器等に
表示を付すこと。

別表 別表

特定製品 技術上の基準 解釈 特定製品 技術上の基準 解釈
の区分 の区分

１．～ （略） （略） １．～ （略） （略）
９．（略） ９．（略）

１０．ラ （略） １～１５ ライターの機能的要求 １０．ラ （略） １～１５ ライターの機能的要求
イター 及び構造にあっては、日本産業 イター 及び構造にあっては、日本産業

規格Ｓ４８０１（２０２２）た 規格Ｓ４８０１（２０１８）た
ばこライター－安全仕様４機能 ばこライター－安全仕様４機能
的要求事項及び５構造又は日本 的要求事項及び５構造又は日本
産業規格Ｓ４８０２（２０２２） 産業規格Ｓ４８０２（２０１８）
多目的ライター－安全仕様４ 多目的ライター－安全仕様４

機能的要求事項、５構造及び６ 機能的要求事項、５構造及び６
多目的ライターの燃料注入に適 多目的ライターの燃料注入に適
合すること。なお、日本産業規 合すること。なお、日本産業規
格Ｓ４８０１（２０２２）たば 格Ｓ４８０１（２０１８）たば
こライター－安全仕様６．７燃 こライター－安全仕様６．７燃
料充塡量試験及び６．１０耐内 料充塡量試験及び６．１０耐内
圧性試験又は日本産業規格Ｓ４ 圧性試験又は日本産業規格Ｓ４
８０２（２０２２）多目的ライ ８０２（２０１８）多目的ライ
ター－安全仕様８．１０耐内圧 ター－安全仕様８．１０耐内圧
性試験及び８．１２燃料充塡量 性試験及び８．１２燃料充塡量
試験において、燃料の種類及び 試験において、燃料の種類及び
化学成分を明らかにしなければ 化学成分を明らかにしなければ
ならない場合には、ガス製造事 ならない場合には、ガス製造事
業者又は検査機関におけるガス 業者又は検査機関におけるガス
クロマトグラフ分析データを用 クロマトグラフ分析データを用
いることができる。また、ライ いることができる。また、ライ
ターの火炎を生成する機構にあ ターの火炎を生成する機構にあ
っては、日本産業規格Ｓ４８０ っては、日本産業規格Ｓ４８０
３（２０２２）たばこライター ３（２０１８）たばこライター
及び多目的ライター－操作力又 及び多目的ライター－操作力又
は操作力及び操作変位による幼 は操作力及び操作変位による幼
児対策（チャイルドレジスタ 児対策（チャイルドレジスタ
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ンス機能）安全仕様の５機能的 ンス機能）安全仕様の５機能的
要求事項に適合すること又はこ 要求事項に適合すること又はこ
れと同等以上のものであるこ れと同等以上のものであるこ
と。 と。
「これと同等以上のもの」と 「これと同等以上のもの」と

は、米国１６ Ｃ．Ｆ．Ｒ． は、米国１６ Ｃ．Ｆ．Ｒ．
ＰＡＲＴ１２１０又は１６ Ｃ． ＰＡＲＴ１２１０又は１６ Ｃ．
Ｆ．Ｒ． ＰＡＲＴ１２１２に Ｆ．Ｒ． ＰＡＲＴ１２１２に
示された方法又は欧州ＥＮ１３ 示された方法又は欧州ＥＮ１３
８６９に示された方法で行われ ８６９に示された方法で行われ
た試験等の十分な技術的根拠に た試験等の十分な技術的根拠に
より技術基準に適合していると より技術基準に適合していると
判断し得るものをいう。 判断し得るものをいう。
また、１の「不注意による点 また、１の「不注意による点

火又は自然点火の可能性を最小 火又は自然点火の可能性を最小
限にする」とは、聴覚若しくは 限にする」とは、聴覚若しくは
視覚効果で楽しませることによ 視覚効果で楽しませることによ
り子供に興味を与えることがな り子供に興味を与えることがな
いものであること、又は、７の いものであること、又は、７の
「その他の欠点がない」とは、 「その他の欠点がない」とは、
物理的形状若しくは機能で楽し 物理的形状若しくは機能で楽し
ませることにより子供に興味を ませることにより子供に興味を
与えることがないものであるこ 与えることがないものであるこ
とを含むものとする。つまり、 とを含むものとする。つまり、
米国１６ Ｃ．Ｆ．Ｒ． ＰＡ 米国１６ Ｃ．Ｆ．Ｒ． ＰＡ
ＲＴ１２１０、１６ Ｃ．Ｆ． ＲＴ１２１０、１６ Ｃ．Ｆ．
Ｒ． ＰＡＲＴ１２１２及び欧 Ｒ． ＰＡＲＴ１２１２及び欧
州ＥＮ１３８６９に示されたノ 州ＥＮ１３８６９に示されたノ
ベルティライターに該当しない ベルティライターに該当しない
ものであること。 ものであること。
具体的には、以下のようなも 具体的には、以下のようなも

の又は以下のような機能を付属 の又は以下のような機能を付属
的に付加することで子供の興味 的に付加することで子供の興味
を引くものでないこと。 を引くものでないこと。
・形状がアニメや漫画のキャ ・形状がアニメや漫画のキャ
ラクター、玩具、銃、時計、 ラクター、玩具、銃、時計、
電話、楽器、乗り物、人体 電話、楽器、乗り物、人体
又は人体の一部、動物、食 又は人体の一部、動物、食
べ物又は飲み物等に似せて べ物又は飲み物等に似せて
いるもの いるもの
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・光によって、上記の絵を映 ・光によって、上記の絵を映
し出すもの し出すもの

・ピカピカと点滅する光を出 ・ピカピカと点滅する光を出
すもの すもの

・メロディーを奏でるもの ・メロディーを奏でるもの
１６ 表示は製品本体へ表示し、 １６ 表示は製品本体へ表示し、
読みやすく、容易に理解できる 読みやすく、容易に理解できる
こと。また、目視により確認す こと。また、目視により確認す
ること。 ること。
「容易に消えない方法」とは、 「容易に消えない方法」とは、
印刷、刻印、ラベルの貼付によ 印刷、刻印、ラベルの貼付によ
るものとする。また、多目的ラ るものとする。また、多目的ラ
イターにあっては、日本産業規 イターにあっては、日本産業規
格Ｓ４８０２（２０２２）多目 格Ｓ４８０２（２０１８）多目
的ライター－安全仕様７．１． 的ライター－安全仕様７．１．
４．３“子供から遠ざける”の ４．３“子供から遠ざける”の
シンボルが容易に消えない方法 シンボルが容易に消えない方法
により表示されていること。 により表示されていること。

１１．磁 １ 磁石製娯楽用品を １ 磁束指数は、ＩＳＯ８１２４ （新設） （新設） （新設）
石製娯楽 構成する個々の磁石 －１（２０２２）Ｓａｆｅｔｙ
用品 及び磁石を使用する ｏｆ ｔｏｙｓ —Ｐａｒｔ

部品の磁束指数（磁 １：Ｓａｆｅｔｙ ａｓｐｅ
束密度の二乗と磁極 ｃｔｓ ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ
の表面積との積をい ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ ａｎ
う。）のいずれもが、 ｄ ｐｈｙｓｉｃａｌ ｐｒｏ
５０平方キロガウス ｐｅｒｔｉｅｓ４．３１．３Ａ
平方ミリメートル未 ｌｌ ｏｔｈｅｒ ｔｏｙｓ
満であること。 ｗｉｔｈ ｍａｇｎｅｔｓ ａ

ｎｄ ｍａｇｎｅｔｉｃ ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔｓ ａ）にのっ
とり、５．３２Ｍａｇｎｅｔｉ
ｃ ｆｌｕｘ ｉｎｄｅｘによ
る測定結果に基づき算出するこ
と。

２（１） 届出事業者 ２ 表示は読みやすく、容易に理
の氏名又は名 解できること。また、目視及び
称が磁石製娯 触感により確認すること。
楽用品の容器
包装の表面の
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見やすい箇所
に容易に消え
ない方法によ
り表示されて
いること。た
だし、届出事
業者の氏名又
は名称は、経
済産業大臣の
承認を受けた
略称若しくは
記号又は経済
産業大臣に届
け出た登録商
標をもつて代
えることがで
きる。

（２） 次に掲げる
注意事項その
他安全に使用
する上で必要
となる使用上
の注意事項が
磁石製娯楽用
品の容器包装
の表面の見や
すい箇所に容
易に消えない
方法により適
切に表示され
ていること。
① 満三歳
に満たな
い乳幼児
に使わせ
ない旨

② 満三歳
に満たな
い乳幼児
の手が届
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かないと
ころに保
管する旨

③ 子ども
が万が一
誤飲した
場合には、
速やかに
医師の指
示を受け
る旨

１２．吸 １ 吸水することによ １ 「吸水することにより、吸水 （新設） （新設） （新設）
水性合成 り、吸水性合成樹脂 性樹脂製玩具の幅、奥行き及び
樹脂製玩 製玩具の幅、高さ及 高さのいずれもが５０パーセン
具 び長さのいずれもが、 トを超えて膨潤しない」ことは、

５０パーセントを超 ＩＳＯ８１２４－１（２０２２）
えて膨潤しないこと。 Ｓａｆｅｔｙ ｏｆ ｔｏｙｓ
ただし、当該膨潤し —Ｐａｒｔ １：Ｓａｆｅｔ
た吸水性合成樹脂製 ｙ ａｓｐｅｃｔｓ ｒｅｌａ
玩具を直径２０ミリ ｔｅｄ ｔｏ ｍｅｃｈａｎｉ
メートルの穴の上に ｃａｌ ａｎｄ ｐｈｙｓｉｃ
置き、接触面が半球 ａｌ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ
形の直径１０ミリメ ４．３．２Ｅｘｐａｎｄｉｎｇ
ートルの棒を用いて ｍａｔｅｒｉａｌｓにのっと
当該接触面に対し垂 り確認すること。
直方向に２０ニュー 「接触面が半球形の直径１０
トンを超えるまで徐 ミリメートルの棒を用いて当該
々に当該玩具に力を 接触面に対し垂直方向に２０ニ
加えたときに、いか ュートンを超えるまで徐々に当
なる場合においても 該玩具に力を加えたときに、い
当該玩具が損傷せず かなる場合においても当該玩具
に当該穴を通過する が損傷せずに当該穴を通過す
ものにあつては、こ る」ことは、ＩＳＯ８１２４－
の限りでない。 １（２０２２）Ｓａｆｅｔｙ

ｏｆ ｔｏｙｓ —Ｐａｒｔ
１：Ｓａｆｅｔｙ ａｓｐｅｃ
ｔｓ ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ
ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ ａｎｄ
ｐｈｙｓｉｃａｌ ｐｒｏｐ
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ｅｒｔｉｅｓ５．２１Ｅｘｐａ
ｎｄｉｎｇ ｍａｔｅｒｉａｌ
ｓにのっとり確認すること。

２（１） 届出事業者 ２ 表示は読みやすく、容易に理
の氏名又は名 解できること。また、目視及び
称が吸水性合 触感により確認すること。
成樹脂製玩具
の容器包装の
表面の見やす
い箇所に容易
に消えない方
法により表示
されているこ
と。ただし、
届出事業者の
氏名又は名称
は、経済産業
大臣の承認を
受けた略称若
しくは記号又
は経済産業大
臣に届け出た
登録商標をも
つて代えるこ
とができる。

（２） 次に掲げる
注意事項その
他安全に使用
する上で必要
となる使用上
の注意事項が
吸水性合成樹
脂製玩具の容
器包装の表面
の見やすい箇
所に容易に消
えない方法に
より適切に表
示されている
こと。
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① 満三歳
に満たな
い乳幼児
に使わせ
ない旨

② 満三歳
に満たな
い乳幼児
の手が届
かないと
ころに保
管する旨

③ 子ども
が万が一
誤飲した
場合には、
速やかに
医師の指
示を受け
る旨


